
 

 

 

第３号議案 

 

宮城県教育委員会行政組織規則の一部改正について 

 

 

 宮城県教育委員会行政組織規則（昭和４１年宮城県教育委員会規則第４号）の一

部を別紙のとおり改正する。 

 

 

   令和３年３月１８日提出 

 

 

宮城県教育委員会教育長 伊 東 昭 代     

第３号議案 
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宮
城
県
教
育
委
員
会
行
政
組
織
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

宮
城
県
教
育
委
員
会
行
政
組
織
規
則
（
昭
和
四
十
一
年
宮
城
県
教
育
委
員
会
規
則
第
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に

改
正
す
る
。

第
七
条
中
「
ス
ポ
ー
ツ
健
康
課
」
を
「
保
健
体
育
安
全
課
」
に
改
め
る
。

第
七
条
の
二
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

３

第
一
項
の
班
に
副
班
長
を
置
き
、
そ
の
職
務
は
、
班
の
事
務
を
整
理
し
、
班
長
を
補
佐
す
る
こ
と
と
す
る
。

第
八
条
の
二
中
第
二
号
を
削
り
、
第
三
号
を
第
二
号
と
し
、
第
四
号
か
ら
第
六
号
ま
で
を
一
号
ず
つ
繰
り
上
げ
る
。

第
十
一
条
中
第
九
号
を
第
十
号
と
し
、
第
八
号
を
第
九
号
と
し
、
第
七
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

八

幼
児
教
育
の
推
進
に
関
す
る
こ
と
。

第
十
三
条
の
三
（
見
出
し
を
含
む
。
）
中
「
ス
ポ
ー
ツ
健
康
課
」
を
「
保
健
体
育
安
全
課
」
に
改
め
、
第
五
号
か
ら

第
七
号
ま
で
を
削
り
、
第
八
号
を
第
五
号
と
し
、
第
九
号
を
第
六
号
と
し
、
第
十
号
及
び
第
十
一
号
を
削
る
。

第
十
六
条
（
見
出
し
を
含
む
。
）
中
「
教
育
次
長
」
を
「
副
教
育
長
」
に
改
め
る
。

「

課
（
室
）

課
（
室
）

上
司
の
命
を
受
け
、
課
（
室
）
の
事
務
を
整

長
補
佐

理
し
、
課
（
室
）
長
を
補
佐
す
る
。
た
だ
し

、
総
括
担
当
を
命
じ
ら
れ
た
者
以
外
の
者
は

、
課
（
室
）
の
一
部
の
事
務
を
整
理
し
、
課

（
室
）
長
を
補
佐
す
る
も
の
と
す
る
。

第
十
七
条
第
一
項
の
表
中

を

技
術
補
佐

課
（
室
）
（
特
に

上
司
の
命
を
受
け
、
課
（
室
）
の
専
門
的
技

必
要
と
認
め
る
課

術
に
関
し
、
課
（
室
）
長
を
補
佐
す
る
。
た

（
室
）
に
限
る
。

だ
し
、
総
括
担
当
を
命
じ
ら
れ
た
者
以
外
の

）

者
は
、
課
（
室
）
の
一
部
の
専
門
的
技
術
に

関
し
、
課
（
室
）
長
を
補
佐
す
る
も
の
と
す

る
。

」

「
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総
括
課
（

課
（
室
）

上
司
の
命
を
受
け
、
課
（
室
）
の
事
務
を
整

室
）
長
補

理
し
、
課
（
室
）
長
を
補
佐
す
る
。

佐総
括
技
術

課
（
室
）
（
特
に

上
司
の
命
を
受
け
、
課
（
室
）
の
専
門
的
技

補
佐

必
要
と
認
め
る
課

術
に
関
し
、
課
（
室
）
長
を
補
佐
す
る
。

（
室
）
に
限
る
。

）

に
改
め
、
同
条
第
二
項
の
表

課
（
室
）

課
（
室
）

上
司
の
命
を
受
け
、
課
（
室
）
の
一
部
の
事

長
補
佐

務
を
整
理
し
、
課
（
室
）
長
を
補
佐
す
る
。

技
術
補
佐

課
（
室
）
（
特
に

上
司
の
命
を
受
け
、
課
（
室
）
の
一
部
の
専

必
要
と
認
め
る
課

門
的
技
術
に
関
し
、
課
（
室
）
長
を
補
佐
す

（
室
）
に
限
る
。

る
。

）

」

「

学
校
安
全

ス
ポ
ー
ツ
健
康
課

上
司
の
命
を
受
け
、
学
校
安
全
に
係
る
施
策

・
防
災
専

の
推
進
及
び
学
校
の
防
災
管
理
体
制
の
整
備

門
監

に
関
す
る
事
務
を
掌
理
す
る
。

中

を

ス
ポ
ー
ツ

ス
ポ
ー
ツ
健
康
課

上
司
の
命
を
受
け
、
ス
ポ
ー
ツ
の
振
興
に
係

振
興
専
門

る
施
策
の
推
進
及
び
ス
ポ
ー
ツ
団
体
に
関
す

監

る
事
務
を
掌
理
す
る
。

」

「
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学
校
安
全

保
健
体
育
安
全
課

上
司
の
命
を
受
け
、
学
校
安
全
に
係
る
施
策

・
防
災
専

の
推
進
及
び
学
校
の
防
災
管
理
体
制
の
整
備

に
改
め
、
同
条
第
四
項
中
「

門
監

に
関
す
る
事
務
を
掌
理
す
る
。

」

課
（
室
）
長
補
佐
」
を
「
総
括
課
（
室
）
長
補
佐
は
事
務
職
員
を
、
課
（
室
）
長
補
佐
」
に
改
め
、
「
管
理
主
事
を
、

」
の
下
に
「
総
括
技
術
補
佐
及
び
」
を
加
え
、
「
、
ス
ポ
ー
ツ
振
興
専
門
監
」
を
削
る
。

「

主
幹

上
司
の
命
を
受
け
、
特
定
事
項
に
つ
い
て
の
調
査
、
企
画
及
び
立

案
を
参
画
し
、
並
び
に
主
査
の
事
務
を
整
理
す
る
。

第
十
八
条
第
一
項
の
表
中

を

主
任
主
査

上
司
の
命
を
受
け
、
特
定
事
項
に
つ
い
て
の
調
査
、
企
画
及
び
立

案
に
参
画
し
、
並
び
に
特
に
命
ぜ
ら
れ
た
事
項
を
処
理
す
る
。

」

「

主
幹

上
司
の
命
を
受
け
、
特
定
事
項
に
つ
い
て
の
調
査
、
企
画
及
び
立

案
に
参
画
し
、
並
び
に
主
任
主
査
及
び
主
査
の
事
務
を
整
理
す
る

。

に
、

主
任
主
査

上
司
の
命
を
受
け
、
特
定
事
項
に
つ
い
て
の
調
査
、
企
画
及
び
立

案
に
参
画
し
、
並
び
に
主
査
の
事
務
を
整
理
す
る
。

」

「

技
術
主
幹

上
司
の
命
を
受
け
、
専
門
的
技
術
に
係
る
特
定
事
項
に
つ
い
て
の

調
査
、
企
画
及
び
立
案
に
参
画
し
、
並
び
に
技
術
主
査
の
事
務
を

を

整
理
す
る
。

」

「
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技
術
主
幹

上
司
の
命
を
受
け
、
専
門
的
技
術
に
係
る
特
定
事
項
に
つ
い
て
の

調
査
、
企
画
及
び
立
案
に
参
画
し
、
並
び
に
技
術
主
任
主
査
及
び

技
術
主
査
の
事
務
を
整
理
す
る
。

に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「

技
術
主
任

上
司
の
命
を
受
け
、
専
門
的
技
術
に
係
る
特
定
事
項
に
つ
い
て
の

主
査

調
査
、
企
画
及
び
立
案
に
参
画
し
、
並
び
に
技
術
主
査
の
事
務
を

整
理
す
る
。

」

、
主
幹
」
の
下
に
「
、
主
任
主
査
」
を
加
え
、
「
、
主
任
主
査
は
事
務
職
員
、
技
術
職
員
、
指
導
主
事
、
社
会
教
育
主

事
又
は
管
理
主
事
を
」
を
削
り
、
「
技
術
主
幹
」
の
下
に
「
、
技
術
主
任
主
査
」
を
加
え
る
。

第
二
十
二
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

３

第
一
項
の
班
に
副
班
長
を
置
き
、
そ
の
職
務
は
、
班
の
事
務
を
整
理
し
、
班
長
を
補
佐
す
る
こ
と
と
す
る
。

「

次
長

地
方
機
関

上
司
の
命
を
受
け
、
地
方
機
関
の
事
務
を
整

理
し
、
地
方
機
関
の
長
を
補
佐
す
る
。
た
だ

第
二
十
三
条
第
一
項
の
表
中

し
、
総
括
担
当
を
命
じ
ら
れ
た
者
以
外
の
者

を

は
、
地
方
機
関
の
一
部
の
事
務
を
整
理
し
、

地
方
機
関
の
長
を
補
佐
す
る
も
の
と
す
る
。

」

「

総
括
次
長

地
方
機
関

上
司
の
命
を
受
け
、
地
方
機
関
の
事
務
を
整

理
し
、
地
方
機
関
の
長
を
補
佐
す
る
。

次
長

地
方
機
関

上
司
の
命
を
受
け
、
地
方
機
関
の
一
部
の
事

に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「

務
を
整
理
し
、
地
方
機
関
の
長
を
補
佐
す
る

。

」

－8－



技
術
職
員
を
」
の
下
に
「
、
総
括
次
長
は
事
務
職
員
を
」
を
加
え
る
。

第
二
十
九
条
の
二
第
一
項
の
表
中

「

主
任
主
査

上
司
の
命
を
受
け
、
特
定
事
項
に
つ
い
て
の
調
査
、
企
画
及
び

立
案
に
参
画
し
、
並
び
に
特
に
命
ぜ
ら
れ
た
事
項
を
処
理
す
る

を

。

」

「

主
任
主
査

上
司
の
命
を
受
け
、
特
定
事
項
に
つ
い
て
の
調
査
、
企
画
及
び

立
案
に
参
画
し
、
並
び
に
特
に
命
ぜ
ら
れ
た
事
項
を
処
理
す
る

。

に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
、

技
術
主
任

上
司
の
命
を
受
け
、
専
門
的
技
術
に
係
る
特
定
事
項
に
つ
い
て

主
査

の
調
査
、
企
画
及
び
立
案
に
参
画
し
、
並
び
に
特
に
命
ぜ
ら
れ

た
事
項
を
処
理
す
る
。

」

主
幹
」
の
下
に
「
、
主
任
主
査
」
を
、
「
技
術
主
幹
」
の
下
に
「
、
技
術
主
任
主
査
」
を
加
え
、
「
も
つ
て
充
て
、
主

任
主
査
は
、
事
務
職
員
又
は
技
術
職
員
を
」
を
削
る
。

第
三
十
五
条
の
五
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

３

第
一
項
の
班
に
副
班
長
を
置
き
、
そ
の
職
務
は
、
班
の
事
務
を
整
理
し
、
班
長
を
補
佐
す
る
こ
と
と
す
る
。

「

次
長

教
育
機
関

上
司
の
命
を
受
け
、
教
育
機
関
の
事
務
を
整

理
し
、
教
育
機
関
の
長
又
は
教
育
機
関
の
長

及
び
副
所
（
館
）
長
を
補
佐
す
る
。
た
だ
し

、
総
括
担
当
を
命
じ
ら
れ
た
者
以
外
の
者
は

、
教
育
機
関
の
一
部
の
事
務
を
整
理
し
、
教

育
機
関
の
長
及
び
副
所
（
館
）
長
を
補
佐
す
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第
三
十
六
条
第
一
項
の
表
中

る
も
の
と
す
る
。

教
育
機
関
の
部

上
司
の
命
を
受
け
、
教
育
機
関
の
部
の
事
務

を
整
理
し
、
部
長
を
補
佐
す
る
。
た
だ
し
、

総
括
担
当
を
命
じ
ら
れ
た
者
以
外
の
者
は
、

教
育
機
関
の
部
の
一
部
の
事
務
を
整
理
し
、

部
長
を
補
佐
す
る
も
の
と
す
る
。

」

「

総
括
次
長

教
育
機
関

上
司
の
命
を
受
け
、
教
育
機
関
の
事
務
を
整

理
し
、
教
育
機
関
の
長
又
は
教
育
機
関
の
長

及
び
副
所
（
館
）
長
を
補
佐
す
る
。

教
育
機
関
の
部

上
司
の
命
を
受
け
、
教
育
機
関
の
部
の
事
務

を
整
理
し
、
部
長
を
補
佐
す
る
。

を

に
改
め
、
同
条
第
二
項

次
長

教
育
機
関

上
司
の
命
を
受
け
、
教
育
機
関
の
一
部
の
事

務
を
整
理
し
、
教
育
機
関
の
長
又
は
教
育
機

関
の
長
及
び
副
所
（
館
）
長
を
補
佐
す
る
。

教
育
機
関
の
部

上
司
の
命
を
受
け
、
教
育
機
関
の
部
の
一
部

の
事
務
を
整
理
し
、
部
長
を
補
佐
す
る
。

」

中
「
司
書
又
は
学
芸
員
を
」
の
下
に
「
、
総
括
次
長
は
事
務
職
員
を
」
を
加
え
る
。

第
三
十
八
条
第
二
項
中
「
主
任
主
査
」
を
「
技
術
主
任
主
査
」
に
改
め
る
。

別
表
第
二
第
二
号
の
表
中
宮
城
県
ス
ポ
ー
ツ
推
進
審
議
会
の
項
及
び
宮
城
県
総
合
運
動
場
指
定
管
理
者
選
定
委
員
会

の
項
を
削
る
。
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別
表
第
三
の
表
中
宮
城
県
ラ
イ
フ
ル
射
撃
場
の
項
か
ら
宮
城
県
総
合
運
動
公
園
（
宮
城
ス
タ
ジ
ア
ム
、
宮
城
ス
タ
ジ

ア
ム
補
助
競
技
場
、
投
て
き
場
、
総
合
体
育
館
、
総
合
プ
ー
ル
、
テ
ニ
ス
コ
ー
ト
及
び
合
宿
所
並
び
に
そ
の
周
辺
の
公

園
施
設
並
び
に
宮
城
県
サ
ッ
カ
ー
場
）
の
項
ま
で
を
削
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
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宮
城
県
教
育
委
員
会
行
政
組
織
規
則
（
昭
和
四
十
一
年
宮
城
県
教
育
委
員
会
規
則
第
四
号
）
新
旧
対
照
表

改

正

案

現

行

備

考

第
一
条
～
第
六
条
の
二

（
略
）

第
一
条
～
第
六
条
の
二

（
略
）

（
課
、
室
の
設
置
）

（
課
、
室
の
設
置
）

第
七
条

本
庁
に
総
務
課
、
教
育
企
画
室
、
福
利
課
、
教
職
員

第
七
条

本
庁
に
総
務
課
、
教
育
企
画
室
、
福
利
課
、
教
職
員

○
組
織
改
編
に
よ
る

課
、
義
務
教
育
課
、
高
校
教
育
課
、
特
別
支
援
教
育
課
、
施

課
、
義
務
教
育
課
、
高
校
教
育
課
、
特
別
支
援
教
育
課
、
施

設
整
備
課
、
保
健
体
育
安
全
課
、
生
涯
学
習
課
及
び
文
化
財

設
整
備
課
、
ス
ポ
ー
ツ
健
康
課
、
生
涯
学
習
課
及
び
文
化
財

課
を
置
く
。

課
を
置
く
。

（
班
の
設
置
等
）

（
班
の
設
置
等
）

第
七
条
の
二

（
略
）

第
七
条
の
二

（
略
）

○
グ
ル
ー
プ
制
の
見

２

（
略
）

２

（
略
）

直
し
に
よ
る

３

第
一
項
の
班
に
副
班
長
を
置
き
、
そ
の
職
務
は
、
班
の
事

３

第
一
項
の
班
に
副
班
長
を
置
き
、
そ
の
職
務
は
、
班
の
事

務
を
整
理
し
、
班
長
を
補
佐
す
る
こ
と
と
す
る
。

務
を
整
理
し
、
班
長
を
補
佐
す
る
こ
と
と
す
る
。

第
八
条

（
略
）

第
八
条

（
略
）

（
教
育
企
画
室
）

（
教
育
企
画
室
）

第
八
条
の
二

教
育
企
画
室
の
分
掌
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と

第
八
条
の
二

教
育
企
画
室
の
分
掌
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と

○
組
織
改
編
に
よ
る

す
る
。

す
る
。

一

教
育
行
政
に
関
す
る
総
合
的
な
企
画
及
び
立
案
に
関
す

一

教
育
行
政
に
関
す
る
総
合
的
な
企
画
及
び
立
案
に
関
す

る
こ
と
。

る
こ
と
。

二

幼
児
教
育
の
推
進
に
関
す
る
こ
と
。

二

幼
児
教
育
の
推
進
に
関
す
る
こ
と
。

二

県
立
高
校
将
来
構
想
の
推
進
に
関
す
る
こ
と
。

三

県
立
高
校
将
来
構
想
の
推
進
に
関
す
る
こ
と
。

三

高
等
学
校
及
び
県
立
中
学
校
の
組
織
編
制
及
び
収
容
定

四

高
等
学
校
及
び
県
立
中
学
校
の
組
織
編
制
及
び
収
容
定

員
に
関
す
る
こ
と
。

員
に
関
す
る
こ
と
。

四

県
立
中
学
校
の
設
置
及
び
廃
止
に
関
す
る
こ
と
。

五

県
立
中
学
校
の
設
置
及
び
廃
止
に
関
す
る
こ
と
。

五

教
育
行
政
の
情
報
化
の
総
合
的
な
企
画
及
び
調
整
並
び

六

教
育
行
政
の
情
報
化
の
総
合
的
な
企
画
及
び
調
整
並
び

に
推
進
に
関
す
る
こ
と
。

に
推
進
に
関
す
る
こ
と
。

第
九
条
～
第
十
条

（
略
）

第
九
条
～
第
十
条

（
略
）

（
義
務
教
育
課
）

（
義
務
教
育
課
）

第
十
一
条

義
務
教
育
課
の
分
掌
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す

第
十
一
条

義
務
教
育
課
の
分
掌
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す

○
組
織
改
編
に
よ
る

る
。

る
。

一
～
七

（
略
）

一
～
七

（
略
）

八

幼
児
教
育
の
推
進
に
関
す
る
こ
と
。

八

幼
児
教
育
の
推
進
に
関
す
る
こ
と
。
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九

小
学
校
、
中
学
校
、
義
務
教
育
学
校
及
び
幼
稚
園
に
関

八

小
学
校
、
中
学
校
、
義
務
教
育
学
校
及
び
幼
稚
園
に
関

す
る
教
育
団
体
の
育
成
及
び
指
導
に
関
す
る
こ
と
。

す
る
教
育
団
体
の
育
成
及
び
指
導
に
関
す
る
こ
と
。

十

県
費
負
担
教
職
員
の
旅
費
の
予
算
及
び
決
算
に
関
す
る

九

県
費
負
担
教
職
員
の
旅
費
の
予
算
及
び
決
算
に
関
す
る

こ
と
。

こ
と
。

第
十
二
条
～
第
十
三
条
の
二

（
略
）

第
十
二
条
～
第
十
三
条
の
二

（
略
）

（
保
健
体
育
安
全
課
）

（
ス
ポ
ー
ツ
健
康
課
）

第
十
三
条
の
三

保
健
体
育
安
全
課
の
分
掌
事
務
は
、
次
の
と

第
十
三
条
の
三

ス
ポ
ー
ツ
健
康
課
の
分
掌
事
務
は
、
次
の
と

○
組
織
改
編
に
よ
る

お
り
と
す
る
。

お
り
と
す
る
。

一

学
校
保
健
に
関
す
る
こ
と
。

一

学
校
保
健
に
関
す
る
こ
と
。

二

学
校
安
全
に
関
す
る
こ
と
。

二

学
校
安
全
に
関
す
る
こ
と
。

三

学
校
給
食
に
関
す
る
こ
と
。

三

学
校
給
食
に
関
す
る
こ
と
。

四

学
校
体
育
に
関
す
る
こ
と
。

四

学
校
体
育
に
関
す
る
こ
と
。

五

生
涯
ス
ポ
ー
ツ
の
振
興
に
関
す
る
こ
と
。

五

生
涯
ス
ポ
ー
ツ
の
振
興
に
関
す
る
こ
と
。

六

競
技
ス
ポ
ー
ツ
の
振
興
に
関
す
る
こ
と
。

六

競
技
ス
ポ
ー
ツ
の
振
興
に
関
す
る
こ
と
。

七

競
技
力
向
上
の
推
進
に
関
す
る
こ
と
。

七

競
技
力
向
上
の
推
進
に
関
す
る
こ
と
。

五

学
校
保
健
、
体
育
及
び
給
食
関
係
団
体
の
育
成
並
び
に

八

学
校
保
健
、
体
育
及
び
給
食
関
係
団
体
の
育
成
並
び
に

指
導
に
関
す
る
こ
と
。

指
導
に
関
す
る
こ
と
。

六

独
立
行
政
法
人
日
本
ス
ポ
ー
ツ
振
興
セ
ン
タ
ー
に
関
す

九

独
立
行
政
法
人
日
本
ス
ポ
ー
ツ
振
興
セ
ン
タ
ー
に
関
す

る
こ
と
。

る
こ
と
。

十

公
益
財
団
法
人
宮
城
県
ス
ポ
ー
ツ
協
会
（
平
成
六
年
三

十

公
益
財
団
法
人
宮
城
県
ス
ポ
ー
ツ
協
会
（
平
成
六
年
三

月
八
日
に
財
団
法
人
宮
城
県
ス
ポ
ー
ツ
振
興
財
団
と
い
う

月
八
日
に
財
団
法
人
宮
城
県
ス
ポ
ー
ツ
振
興
財
団
と
い
う

名
称
で
設
立
さ
れ
た
法
人
を
い
う
。
）
そ
の
他
各
種
ス
ポ

名
称
で
設
立
さ
れ
た
法
人
を
い
う
。
）
そ
の
他
各
種
ス
ポ

ー
ツ
団
体
の
育
成
及
び
指
導
に
関
す
る
こ
と
。

ー
ツ
団
体
の
育
成
及
び
指
導
に
関
す
る
こ
と
。

十
一

総
合
運
動
場
及
び
ラ
イ
フ
ル
射
撃
場
に
関
す
る
こ

十
一

総
合
運
動
場
及
び
ラ
イ
フ
ル
射
撃
場
に
関
す
る
こ

と
。

と
。

第
十
三
条
の
四
～
第
十
五
条
の
二

（
略
）

第
十
三
条
の
四
～
第
十
五
条
の
二

（
略
）

（
副
教
育
長
）

（
教
育
次
長
）

第
十
六
条

本
庁
に
副
教
育
長
を
置
く
。

第
十
六
条

本
庁
に
教
育
次
長
を
置
く
。

○
グ
ル
ー
プ
制
の
見

２

副
教
育
長
は
、
事
務
職
員
を
も
つ
て
充
て
る
。

２

教
育
次
長
は
、
事
務
職
員
を
も
つ
て
充
て
る
。

直
し
に
よ
る

３

副
教
育
長
は
、
教
育
長
を
補
佐
し
、
教
育
長
の
定
め
る
と

３

教
育
次
長
は
、
教
育
長
を
補
佐
し
、
教
育
長
の
定
め
る
と

こ
ろ
に
よ
り
本
庁
の
事
務
を
整
理
す
る
。

こ
ろ
に
よ
り
本
庁
の
事
務
を
整
理
す
る
。

（
職
及
び
職
務
）

（
職
及
び
職
務
）

第
十
七
条

本
庁
に
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
職
を
そ
れ

第
十
七
条

本
庁
に
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
職
を
そ
れ

○
グ
ル
ー
プ
制
の
見

ぞ
れ
当
該
中
欄
に
掲
げ
る
組
織
に
置
き
、
そ
の
職
務
は
、
そ

ぞ
れ
当
該
中
欄
に
掲
げ
る
組
織
に
置
き
、
そ
の
職
務
は
、
そ

直
し
に
よ
る

れ
ぞ
れ
当
該
下
欄
に
掲
げ
る
と
お
り
と
す
る
。

れ
ぞ
れ
当
該
下
欄
に
掲
げ
る
と
お
り
と
す
る
。
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職

組

織

職

務

職

組

織

職

務

（
略
）

（
略
）

総

括

課

課
（
室
）

上
司
の
命
を
受
け
、
課
（
室
）

総

括

課

課
（
室
）

上
司
の
命
を
受
け
、
課
（
室
）

（

室

）

長

の
事
務
を
整
理
し
、
課
（
室
）

（

室

）

長

の
事
務
を
整
理
し
、
課
（
室
）

補
佐

長
を
補
佐
す
る
。

補
佐

長
を
補
佐
す
る
。

総

括

技

術

課

（

室

）

上
司
の
命
を
受
け
、
課
（
室
）

総

括

技

術

課

（

室

）

上
司
の
命
を
受
け
、
課
（
室
）

補
佐

（

特

に

必

の
専
門
的
技
術
に
関
し
、
課

補
佐

（

特

に

必

の
専
門
的
技
術
に
関
し
、
課

要

と

認

め

（
室
）
長
を
補
佐
す
る
。

要

と

認

め

（
室
）
長
を
補
佐
す
る
。

る
課
（
室
）

る
課
（
室
）

に
限
る
。
）

に
限
る
。

課

（

室

）

課
（
室
）

上
司
の
命
を
受
け
、
課
（
室
）

課

（

室

）

課
（
室
）

上
司
の
命
を
受
け
、
課
（
室
）

長
補
佐

の
一
部
の
事
務
を
整
理
し
、

長
補
佐

の
一
部
の
事
務
を
整
理
し
、

課
（
室
）
長
を
補
佐
す
る
。

課
（
室
）
長
を
補
佐
す
る
。

た
だ
し
、
総
括
担
当
を
命
じ

た
だ
し
、
総
括
担
当
を
命
じ

ら
れ
た
者
以
外
の
者
は
、
課

ら
れ
た
者
以
外
の
者
は
、
課

（
室
）
の
一
部
の
事
務
を
整

（
室
）
の
一
部
の
事
務
を
整

理
し
、
課
（
室
）
長
を
補
佐

理
し
、
課
（
室
）
長
を
補
佐

す
る
も
の
と
す
る
。

す
る
も
の
と
す
る
。

技
術
補
佐

課

（

室

）

上
司
の
命
を
受
け
、
課
（
室
）

技
術
補
佐

課

（

室

）

上
司
の
命
を
受
け
、
課
（
室
）

（

特

に

必

の
一
部
の
専
門
的
技
術
に
関

（

特

に

必

の
一
部
の
専
門
的
技
術
に
関

要

と

認

め

し
、
課
（
室
）
長
を
補
佐
す

要

と

認

め

し
、
課
（
室
）
長
を
補
佐
す

る
課
（
室
）

る
。
た
だ
し
、
総
括
担
当
を

る
課
（
室
）

る
。
た
だ
し
、
総
括
担
当
を

に
限
る
。
）

命
じ
ら
れ
た
者
以
外
の
者
は
、

に
限
る
。
）

命
じ
ら
れ
た
者
以
外
の
者
は
、

課
（
室
）
の
一
部
の
専
門
的

課
（
室
）
の
一
部
の
専
門
的

技
術
に
関
し
、
課
（
室
）
長

技
術
に
関
し
、
課
（
室
）
長

を
補
佐
す
る
も
の
と
す
る
。

を
補
佐
す
る
も
の
と
す
る
。

２

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る

２

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る

○
組
織
改
編
に
よ
る

職
を
そ
れ
ぞ
れ
当
該
中
欄
に
掲
げ
る
組
織
に
置
き
、
そ
の
職

職
を
そ
れ
ぞ
れ
当
該
中
欄
に
掲
げ
る
組
織
に
置
き
、
そ
の
職

務
は
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
下
欄
に
掲
げ
る
と
お
り
と
す
る
。

務
は
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
下
欄
に
掲
げ
る
と
お
り
と
す
る
。

職

組
織

職
務

職

組

織

職

務

（
略
）

（
略
）
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学

校

安

全

保

健

体

育

（
略
）

学

校

安

全

ス

ポ

ー

ツ

（
略
）

・

防

災

専

安
全
課

・

防

災

専

健
康
課

門
監

門
監

ス

ポ

ー

ツ

ス

ポ

ー

ツ

上
司
の
命
を
受
け
、
ス
ポ
ー

ス

ポ

ー

ツ

ス

ポ

ー

ツ

上
司
の
命
を
受
け
、
ス
ポ
ー

振

興

専

門

健
康
課

ツ
の
振
興
に
係
る
施
策
の
推

振

興

専

門

健
康
課

ツ
の
振
興
に
係
る
施
策
の
推

監

進
及
び
ス
ポ
ー
ツ
団
体
に
関

監

進
及
び
ス
ポ
ー
ツ
団
体
に
関

す
る
事
務
を
掌
理
す
る
。

す
る
事
務
を
掌
理
す
る
。

（
略
）

（
略
）

３

（
略
）

３

（
略
）

４

課
（
室
）
長
は
事
務
職
員
又
は
技
術
職
員
を
、
総
括
課

４

課
（
室
）
長
は
事
務
職
員
又
は
技
術
職
員
を
、
総
括
課

○
グ
ル
ー
プ
制
の
見

（
室
）
長
補
佐
は
事
務
職
員
を
、
課
（
室
）
長
補
佐
は
事
務

（
室
）
長
補
佐
は
事
務
職
員
を
、
課
（
室
）
長
補
佐
は
事
務

直
し
に
よ
る

職
員
、
指
導
主
事
、
社
会
教
育
主
事
又
は
管
理
主
事
を
、
総

職
員
、
指
導
主
事
、
社
会
教
育
主
事
又
は
管
理
主
事
を
、
総

括
技
術
補
佐
及
び
技
術
補
佐
は
技
術
職
員
を
、
小
中
学
校
人

括
技
術
補
佐
及
び
技
術
補
佐
は
技
術
職
員
を
、
小
中
学
校
人

事
専
門
監
、
県
立
学
校
人
事
専
門
監
、
心
の
サ
ポ
ー
ト
専
門

事
専
門
監
、
県
立
学
校
人
事
専
門
監
、
心
の
サ
ポ
ー
ト
専
門

監
、
特
別
支
援
教
育
専
門
監
、
学
校
安
全
・
防
災
専
門
監
、

監
、
特
別
支
援
教
育
専
門
監
、
学
校
安
全
・
防
災
専
門
監
、

ス
ポ
ー
ツ
振
興
専
門
監
、
社
会
教
育
専
門
監
及
び
企
画
員
は

ス
ポ
ー
ツ
振
興
専
門
監
、
社
会
教
育
専
門
監
及
び
企
画
員
は

事
務
職
員
又
は
技
術
職
員
を
も
つ
て
充
て
る
。

事
務
職
員
又
は
技
術
職
員
を
も
つ
て
充
て
る
。

第
十
八
条

本
庁
に
お
け
る
専
門
的
事
項
を
処
理
さ
せ
る
た

第
十
八
条

本
庁
に
お
け
る
専
門
的
事
項
を
処
理
さ
せ
る
た

○
グ
ル
ー
プ
制
の
見

め
、
必
要
と
認
め
る
と
き
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
職

め
、
必
要
と
認
め
る
と
き
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
職

直
し
に
よ
る

を
置
き
、
そ
の
職
務
は
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
下
欄
に
掲
げ
る
と

を
置
き
、
そ
の
職
務
は
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
下
欄
に
掲
げ
る
と

お
り
と
す
る
。

お
り
と
す
る
。

職

職

務

職

職

務

（
略
）

（
略
）

主
幹

上
司
の
命
を
受
け
、
特
定
事
項
に
つ
い
て
の

主
幹

上
司
の
命
を
受
け
、
特
定
事
項
に
つ
い
て
の

調
査
、
企
画
及
び
立
案
に
参
画
し
、
並
び
に

調
査
、
企
画
及
び
立
案
を
参
画
し
、
並
び
に

主
任
主
査
及
び
主
査
の
事
務
を
整
理
す
る
。

主
任
主
査
及
び
主
査
の
事
務
を
整
理
す
る
。

主
任
主
査

上
司
の
命
を
受
け
、
特
定
事
項
に
つ
い
て
の

主
任
主
査

上
司
の
命
を
受
け
、
特
定
事
項
に
つ
い
て
の

調
査
、
企
画
及
び
立
案
に
参
画
し
、
並
び
に

調
査
、
企
画
及
び
立
案
に
参
画
し
、
並
び
に

主
査
の
事
務
を
整
理
す
る
。

特
に
命
ぜ
ら
れ
た
事
項
を
処
理
す
る
。

（
略
）

（
略
）
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技
術
主
幹

上
司
の
命
を
受
け
、
専
門
的
技
術
に
係
る
特

技
術
主
幹

上
司
の
命
を
受
け
、
専
門
的
技
術
に
係
る
特

定
事
項
に
つ
い
て
の
調
査
、
企
画
及
び
立
案

定
事
項
に
つ
い
て
の
調
査
、
企
画
及
び
立
案

に
参
画
し
、
並
び
に
技
術
主
任
主
査
及
び
技

に
参
画
し
、
並
び
に
技
術
主
任
主
査
及
び
技

術
主
査
の
事
務
を
整
理
す
る
。

術
主
査
の
事
務
を
整
理
す
る
。

技

術

主

任

上
司
の
命
を
受
け
、
専
門
的
技
術
に
係
る
特

技

術

主

任

上
司
の
命
を
受
け
、
専
門
的
技
術
に
係
る
特

主
査

定
事
項
に
つ
い
て
の
調
査
、
企
画
及
び
立
案

主
査

定
事
項
に
つ
い
て
の
調
査
、
企
画
及
び
立
案

に
参
画
し
、
並
び
に
技
術
主
査
の
事
務
を
整

に
参
画
し
、
並
び
に
技
術
主
査
の
事
務
を
整

理
す
る
。

理
す
る
。

（
略
）

（
略
）

２

教
育
監
、
理
事
及
び
参
事
は
事
務
職
員
を
、
副
参
事
、
主

２

教
育
監
、
理
事
及
び
参
事
は
事
務
職
員
を
、
副
参
事
、
主

幹
、
主
任
主
査
及
び
主
査
は
事
務
職
員
、
指
導
主
事
、
社
会

幹
、
主
任
主
査
及
び
主
査
は
事
務
職
員
、
指
導
主
事
、
社
会

教
育
主
事
又
は
管
理
主
事
を
、
主
任
主
査
は
事
務
職
員
、
技

教
育
主
事
又
は
管
理
主
事
を
、
主
任
主
査
は
事
務
職
員
、
技

術
職
員
、
指
導
主
事
、
社
会
教
育
主
事
又
は
管
理
主
事
を
、

術
職
員
、
指
導
主
事
、
社
会
教
育
主
事
又
は
管
理
主
事
を
、

技
術
参
事
、
技
術
副
参
事
、
技
術
主
幹
、
技
術
主
任
主
査
及

技
術
参
事
、
技
術
副
参
事
、
技
術
主
幹
、
技
術
主
任
主
査
及

び
技
術
主
査
は
技
術
職
員
を
も
っ
て
充
て
る
。

び
技
術
主
査
は
技
術
職
員
を
も
っ
て
充
て
る
。

第
十
九
条
～
第
二
十
一
条

（
略
）

第
十
九
条
～
第
二
十
一
条

（
略
）

（
班
の
設
置
等
）

（
班
の
設
置
等
）

第
二
十
二
条

（
略
）

第
二
十
二
条

（
略
）

○
グ
ル
ー
プ
制
の
見

２

（
略
）

２

（
略
）

直
し
に
よ
る

３

第
一
項
の
班
に
副
班
長
を
置
き
、
そ
の
職
務
は
、
班
の
事

３

第
一
項
の
班
に
副
班
長
を
置
き
、
そ
の
職
務
は
、
班
の
事

務
を
整
理
し
、
班
長
を
補
佐
す
る
こ
と
と
す
る
。

務
を
整
理
し
、
班
長
を
補
佐
す
る
こ
と
と
す
る
。

（
職
及
び
職
務
）

（
職
及
び
職
務
）

第
二
十
三
条

地
方
機
関
に
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
職

第
二
十
三
条

地
方
機
関
に
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
職

○
グ
ル
ー
プ
制
の
見

を
当
該
中
欄
に
掲
げ
る
組
織
に
置
き
、
そ
の
職
務
は
そ
れ
ぞ

を
当
該
中
欄
に
掲
げ
る
組
織
に
置
き
、
そ
の
職
務
は
そ
れ
ぞ

直
し
に
よ
る

れ
当
該
下
欄
に
定
め
る
と
お
り
と
す
る
。

れ
当
該
下
欄
に
定
め
る
と
お
り
と
す
る
。

職

組

織

職

務

職

組

織

職

務

（
略
）

（
略
）

総
括
次
長

地
方
機
関

上
司
の
命
を
受
け
、
地
方
機

総
括
次
長

地
方
機
関

上
司
の
命
を
受
け
、
地
方
機

関
の
事
務
を
整
理
し
、
地
方

関
の
事
務
を
整
理
し
、
地
方

機
関
の
長
を
補
佐
す
る
。

機
関
の
長
を
補
佐
す
る
。
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次
長

地
方
機
関

上
司
の
命
を
受
け
、
地
方
機

次
長

地
方
機
関

上
司
の
命
を
受
け
、
地
方
機

関
の
一
部
の
事
務
を
整
理
し
、

関
の
一
部
の
事
務
を
整
理
し
、

地
方
機
関
の
長
を
補
佐
す
る
。

地
方
機
関
の
長
を
補
佐
す
る
。

た
だ
し
、
総
括
担
当
を
命
じ

た
だ
し
、
総
括
担
当
を
命
じ

ら
れ
た
者
以
外
の
者
は
、
地

ら
れ
た
者
以
外
の
者
は
、
地

方
機
関
の
一
部
の
事
務
を
整

方
機
関
の
一
部
の
事
務
を
整

理
し
、
地
方
機
関
の
長
を
補

理
し
、
地
方
機
関
の
長
を
補

佐
す
る
も
の
と
す
る
。

佐
す
る
も
の
と
す
る
。

２

所
長
は
事
務
職
員
又
は
技
術
職
員
を
、
総
括
次
長
は
事
務

２

所
長
は
事
務
職
員
又
は
技
術
職
員
を
、
総
括
次
長
は
事
務

職
員
を
、
次
長
は
事
務
職
員
、
技
術
職
員
、
指
導
主
事
、
社

職
員
を
、
次
長
は
事
務
職
員
、
技
術
職
員
、
指
導
主
事
、
社

会
教
育
主
事
又
は
管
理
主
事
を
も
つ
て
充
て
る
。

会
教
育
主
事
又
は
管
理
主
事
を
も
つ
て
充
て
る
。

第
二
十
四
条
～
第
二
十
九
条

（
略
）

第
二
十
四
条
～
第
二
十
九
条

（
略
）

第
二
十
九
条
の
二

前
三
条
に
規
定
す
る
職
の
ほ
か
、
学
校
に

第
二
十
九
条
の
二

前
三
条
に
規
定
す
る
職
の
ほ
か
、
学
校
に

○
グ
ル
ー
プ
制
の
見

お
け
る
専
門
的
事
項
を
処
理
さ
せ
る
た
め
必
要
と
認
め
る
と

お
け
る
専
門
的
事
項
を
処
理
さ
せ
る
た
め
必
要
と
認
め
る
と

直
し
に
よ
る

き
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
職
を
置
き
、
そ
の
職
務
は
、

き
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
職
を
置
き
、
そ
の
職
務
は
、

そ
れ
ぞ
れ
当
該
下
欄
に
掲
げ
る
と
お
り
と
す
る
。

そ
れ
ぞ
れ
当
該
下
欄
に
掲
げ
る
と
お
り
と
す
る
。

職

職

務

職

職

務

（
略
）

（
略
）

主
任
主
査

上
司
の
命
を
受
け
、
特
定
事
項
に
つ
い
て
の

主
任
主
査

上
司
の
命
を
受
け
、
特
定
事
項
に
つ
い
て
の

調
査
、
企
画
及
び
立
案
に
参
画
し
、
並
び
に

調
査
、
企
画
及
び
立
案
に
参
画
し
、
並
び
に

特
に
命
ぜ
ら
れ
た
事
項
を
処
理
す
る
。

特
に
命
ぜ
ら
れ
た
事
項
を
処
理
す
る
。

技

術

主

任

上
司
の
命
を
受
け
、
専
門
的
技
術
に
係
る
特

技

術

主

任

上
司
の
命
を
受
け
、
専
門
的
技
術
に
係
る
特

主
査

定
事
項
に
つ
い
て
の
調
査
、
企
画
及
び
立
案

主
査

定
事
項
に
つ
い
て
の
調
査
、
企
画
及
び
立
案

に
参
画
し
、
並
び
に
特
に
命
ぜ
ら
れ
た
事
項

に
参
画
し
、
並
び
に
特
に
命
ぜ
ら
れ
た
事
項

を
処
理
す
る
。

を
処
理
す
る
。

（
略
）

（
略
）

２

副
参
事
、
総
括
主
幹
、
主
幹
、
主
任
主
査
及
び
主
査
は
事

２

副
参
事
、
総
括
主
幹
、
主
幹
、
主
任
主
査
及
び
主
査
は
事

務
職
員
を
、
技
術
主
幹
、
技
術
主
任
主
査
及
び
技
術
主
査
は

務
職
員
を
、
技
術
主
幹
、
技
術
主
任
主
査
及
び
技
術
主
査
は

技
術
職
員
を
も
つ
て
充
て
、
主
任
主
査
は
、
事
務
職
員
又
は

技
術
職
員
を
も
つ
て
充
て
、
主
任
主
査
は
、
事
務
職
員
又
は

技
術
職
員
を
も
つ
て
宛
て
る
。

技
術
職
員
を
も
つ
て
充
て
る
。
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第
二
十
九
条
の
三
～
第
三
十
五
条
の
四

（
略
）

第
二
十
九
条
の
三
～
第
三
十
五
条
の
四

（
略
）

（
班
の
設
置
等
）

（
班
の
設
置
等
）

第
三
十
五
条
の
五

（
略
）

第
三
十
五
条
の
五

（
略
）

○
グ
ル
ー
プ
制
の
見

２

（
略
）

２

（
略
）

直
し
に
よ
る

３

第
一
項
の
班
に
副
班
長
を
置
き
、
そ
の
職
務
は
、
班
の
事

３

第
一
項
の
班
に
副
班
長
を
置
き
、
そ
の
職
務
は
、
班
の
事

務
を
整
理
し
、
班
長
を
補
佐
す
る
こ
と
と
す
る
。

務
を
整
理
し
、
班
長
を
補
佐
す
る
こ
と
と
す
る
。

（
職
及
び
職
務
）

（
職
及
び
職
務
）

第
三
十
六
条

学
校
以
外
の
教
育
機
関
に
は
、
次
の
表
の
上
欄

第
三
十
六
条

学
校
以
外
の
教
育
機
関
に
は
、
次
の
表
の
上
欄

○
グ
ル
ー
プ
制
の
見

に
掲
げ
る
職
を
当
該
中
欄
に
掲
げ
る
組
織
に
置
き
、
そ
の
職

に
掲
げ
る
職
を
当
該
中
欄
に
掲
げ
る
組
織
に
置
き
、
そ
の
職

直
し
に
よ
る

務
は
そ
れ
ぞ
れ
当
該
下
欄
に
定
め
る
と
お
り
と
す
る
。
た
だ

務
は
そ
れ
ぞ
れ
当
該
下
欄
に
定
め
る
と
お
り
と
す
る
。
た
だ

し
、
教
育
委
員
会
が
特
に
必
要
が
な
い
と
認
め
る
教
育
機
関

し
、
教
育
委
員
会
が
特
に
必
要
が
な
い
と
認
め
る
教
育
機
関

に
は
、
副
所
（
館
）
長
を
置
か
な
い
こ
と
が
で
き
る
。

に
は
、
副
所
（
館
）
長
を
置
か
な
い
こ
と
が
で
き
る
。

職

組

織

職

務

職

組

織

職

務

（
略
）

（
略
）

総
括
次
長

教
育
機
関

上
司
の
命
を
受
け
、
教
育
機

総
括
次
長

教
育
機
関

上
司
の
命
を
受
け
、
教
育
機

関
の
事
務
を
整
理
し
、
教
育

関
の
事
務
を
整
理
し
、
教
育

機
関
の
長
又
は
教
育
機
関
の

機
関
の
長
又
は
教
育
機
関
の

長
及
び
副
所
（
館
）
長
を
補

長
及
び
副
所
（
館
）
長
を
補

佐
す
る
。

佐
す
る
。

教

育

機

関

上
司
の
命
を
受
け
、
教
育
機

教

育

機

関

上
司
の
命
を
受
け
、
教
育
機

の
部

関
の
部
の
事
務
を
整
理
し
、

の
部

関
の
部
の
事
務
を
整
理
し
、

部
長
を
補
佐
す
る
。

部
長
を
補
佐
す
る
。

次
長

教
育
機
関

上
司
の
命
を
受
け
、
教
育
機

次
長

教
育
機
関

上
司
の
命
を
受
け
、
教
育
機

関
の
一
部
の
事
務
を
整
理
し
、

関
の
一
部
の
事
務
を
整
理
し
、

教
育
機
関
の
長
又
は
教
育
機

教
育
機
関
の
長
又
は
教
育
機

関
の
長
及
び
副
所
（
館
）
を

関
の
長
及
び
副
所
（
館
）
を

長
を
補
佐
す
る
。
た
だ
し
、

長
を
補
佐
す
る
。
た
だ
し
、

総
括
担
当
を
命
じ
ら
れ
た
者

総
括
担
当
を
命
じ
ら
れ
た
者

以
外
の
者
は
、
教
育
機
関
の

以
外
の
者
は
、
教
育
機
関
の

一
部
の
事
務
を
整
理
し
、
教

一
部
の
事
務
を
整
理
し
、
教

育
機
関
の
長
及
び
副
所
（
館
）

育
機
関
の
長
及
び
副
所
（
館
）

長
を
補
佐
す
る
も
の
と
す
る
。

長
を
補
佐
す
る
も
の
と
す
る
。
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教
育
機
関

上
司
の
命
を
受
け
、
教
育
機

教
育
機
関

上
司
の
命
を
受
け
、
教
育
機

の
部

関
の
部
の
一
部
の
事
務
を
整

の
部

関
の
部
の
一
部
の
事
務
を
整

理
し
、
部
長
を
補
佐
す
る
。

理
し
、
部
長
を
補
佐
す
る
。

た
だ
し
、
総
括
担
当
を
命
じ

た
だ
し
、
総
括
担
当
を
命
じ

ら
れ
た
者
以
外
の
者
は
、
教

ら
れ
た
者
以
外
の
者
は
、
教

育
機
関
の
部
の
一
部
の
事
務

育
機
関
の
部
の
一
部
の
事
務

を
整
理
し
、
部
長
を
補
佐
す

を
整
理
し
、
部
長
を
補
佐
す

る
も
の
と
す
る
。

る
も
の
と
す
る
。

２

所
（
館
）
長
及
び
副
所
（
館
）
長
は
事
務
職
員
、
技
術
職

２

所
（
館
）
長
及
び
副
所
（
館
）
長
は
事
務
職
員
、
技
術
職

員
又
は
学
芸
員
を
、
部
長
及
び
次
長
は
事
務
職
員
、
技
術
職

員
又
は
学
芸
員
を
、
部
長
及
び
次
長
は
事
務
職
員
、
技
術
職

員
、
指
導
主
事
、
社
会
教
育
主
事
、
司
書
又
は
学
芸
員
を
、

員
、
指
導
主
事
、
社
会
教
育
主
事
、
司
書
又
は
学
芸
員
を
、

総
括
次
長
は
事
務
職
員
を
も
つ
て
充
て
る
。
た
だ
し
、
教
育

総
括
次
長
は
事
務
職
員
を
も
つ
て
充
て
る
。
た
だ
し
、
教
育

委
員
会
が
特
に
必
要
な
い
と
認
め
る
職
に
つ
い
て
は
、
こ
の

委
員
会
が
特
に
必
要
な
い
と
認
め
る
職
に
つ
い
て
は
、
こ
の

限
り
で
な
い
。

限
り
で
な
い
。

第
三
十
七
条

（
略
）

第
三
十
七
条

（
略
）

第
三
十
八
条

（
略
）

第
三
十
八
条

（
略
）

○
グ
ル
ー
プ
制
の
見

２

第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
置
か

２

第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
置
か

直
し
に
よ
る

れ
る
職
に
充
て
ら
れ
る
職
員
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場

れ
る
職
に
充
て
ら
れ
る
職
員
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場

合
に
お
い
て
、
同
項
中
「
事
務
職
員
」
と
あ
る
の
は
「
事
務

合
に
お
い
て
、
同
項
中
「
事
務
職
員
」
と
あ
る
の
は
「
事
務

職
員
及
び
司
書
」
と
、
技
術
副
参
事
、
技
術
主
幹
、
技
術
主

職
員
及
び
司
書
」
と
、
技
術
副
参
事
、
技
術
主
幹
、
技
術
主

任
主
査
及
び
技
術
主
査
に
つ
い
て
は
、
同
項
中
「
技
術
職
員
」

任
主
査
及
び
技
術
主
査
に
つ
い
て
は
、
同
項
中
「
技
術
職
員
」

と
あ
る
の
は
「
技
術
職
員
又
は
学
芸
員
」
と
読
み
替
え
る
も

と
あ
る
の
は
「
技
術
職
員
又
は
学
芸
員
」
と
読
み
替
え
る
も

の
と
す
る
。

の
と
す
る
。

第
三
十
九
条
～
第
四
十
三
条

（
略
）

第
三
十
九
条
～
第
四
十
三
条

（
略
）

別
表
第
一
（
第
十
九
条
、
第
十
九
条
の
二
、
第
二
十
五
条
、
第

別
表
第
一
（
第
十
九
条
、
第
十
九
条
の
二
、
第
二
十
五
条
、
第

二
十
九
条
の
五
、
第
三
十
九
条
関
係
）

（
略
）

二
十
九
条
の
五
、
第
三
十
九
条
関
係
）

（
略
）

別
表
第
二
（
第
四
十
条
関
係
）

別
表
第
二
（
第
四
十
条
関
係
）

一

（
略
）

一

（
略
）

二

条
例
に
よ
る
も
の

二

条
例
に
よ
る
も
の

○
組
織
改
編
に
よ
る

名
称

担
任
事
務

主
管
課

名

称

担
任
事
務

主
管
課
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（
略
）

（
略
）

宮

城

県

ス

ス
ポ
ー
ツ
基
本
法
（
平
成
二
十

宮

城

県

ス

ス
ポ
ー
ツ
基
本
法
（
平
成
二
十

ポ

ー

ツ

推

三
年
法
律
第
七
十
八
号
）
第
三

ポ

ー

ツ

推

三
年
法
律
第
七
十
八
号
）
第
三

進
審
議
会

十
一
条
の
規
定
に
よ
る
地
方
ス

進
審
議
会

十
一
条
の
規
定
に
よ
る
地
方
ス

ポ
ー
ツ
推
進
計
画
そ
の
他
の
ス

ポ
ー
ツ
推
進
計
画
そ
の
他
の
ス

ポ
ー
ツ
の
推
進
に
関
す
る
重
要

ポ
ー
ツ
の
推
進
に
関
す
る
重
要

事
項
の
調
査
審
議
に
関
す
る
こ

事
項
の
調
査
審
議
に
関
す
る
こ

と
。

ス
ポ
ー
ツ

と
。

ス
ポ
ー
ツ

健
康
課

健
康
課

宮

城

県

総

総
合
運
動
場
条
例
（
昭
和
五
十

宮

城

県

総

総
合
運
動
場
条
例
（
昭
和
五
十

合

運

動

場

六
年
宮
城
県
条
例
第
二
号
）
第

合

運

動

場

六
年
宮
城
県
条
例
第
二
号
）
第

指

定

管

理

十
九
条
の
規
定
に
よ
る
総
合
運

指

定

管

理

十
九
条
の
規
定
に
よ
る
総
合
運

者
選
定
委

動
場
を
管
理
さ
せ
る
指
定
管
理

者
選
定
委

動
場
を
管
理
さ
せ
る
指
定
管
理

員
会

者
に
指
定
し
よ
う
と
す
る
も
の

員
会

者
に
指
定
し
よ
う
と
す
る
も
の

の
選
定
に
関
す
る
こ
と
。

の
選
定
に
関
す
る
こ
と
。

（
略
）

（
略
）

別
表
第
三
（
第
四
十
一
条
関
係
）

別
表
第
三
（
第
四
十
一
条
関
係
）

○
組
織
改
編
に
よ
る

名
称

位
置

指
定
管
理
者

所
管
課

名
称

位
置

指
定
管
理
者

所
管
課

宮
城
県
ラ
イ
フ

石
巻
市

宮
城
県
ラ
イ
フ

ス
ポ
ー
ツ

宮
城
県
ラ
イ
フ

石
巻
市

宮
城
県
ラ
イ
フ

ス
ポ
ー
ツ

ル
射
撃
場

ル
射
撃
協
会

健
康
課

ル
射
撃
場

ル
射
撃
協
会

健
康
課

宮
城
県
宮
城
野

仙
台
市

公
益
財
団
法
人

同

宮
城
県
宮
城
野

仙
台
市

公
益
財
団
法
人

同

原
公
園
総
合
運

仙
台
市
ス
ポ
ー

原
公
園
総
合
運

仙
台
市
ス
ポ
ー

動
場
（
宮
城
球

ツ
振
興
事
業
団

動
場
（
宮
城
球

ツ
振
興
事
業
団

場
及
び
駐
車
場

場
及
び
駐
車
場

以
外
の
施
設
）

以
外
の
施
設
）

宮
城
県
第
二
総

仙
台
市

宮
城
県
ス
ポ
ー

同

宮
城
県
第
二
総

仙
台
市

宮
城
県
ス
ポ
ー

同

合
運
動
場
（
宮

ツ
協
会
・
ミ
ズ

合
運
動
場
（
宮

ツ
協
会
・
ミ
ズ

城
県
仙
南
総
合

ノ
グ
ル
ー
プ

城
県
仙
南
総
合

ノ
グ
ル
ー
プ

プ
ー
ル
及
び
宮

プ
ー
ル
及
び
宮

城
県
長
沼
ボ
ー

城
県
長
沼
ボ
ー

ト
場
以
外
の
施

ト
場
以
外
の
施
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設
）

設
）

宮
城
県
仙
南
総

柴

田

郡

セ
ン
ト
ラ
ル
ス

同

宮
城
県
仙
南
総

柴

田

郡

セ
ン
ト
ラ
ル
ス

同

合
プ
ー
ル

柴
田
町

ポ
ー
ツ
株
式
会

合
プ
ー
ル

柴
田
町

ポ
ー
ツ
株
式
会

社

社

宮
城
県
長
沼
ボ

登
米
市

宮
城
県
ボ
ー
ト

同

宮
城
県
長
沼
ボ

登
米
市

宮
城
県
ボ
ー
ト

同

ー
ト
場

協
会

ー
ト
場

協
会

宮
城
県
総
合
運

宮

城

郡

宮
城
県
ス
ポ
ー

同

宮
城
県
総
合
運

宮

城

郡

宮
城
県
ス
ポ
ー

同

動
公
園
（
宮
城

利
府
町

ツ
協
会
・
同
和

動
公
園
（
宮
城

利
府
町

ツ
協
会
・
同
和

ス
タ
ジ
ア
ム
、

興
業
・
セ
ン
ト

ス
タ
ジ
ア
ム
、

興
業
・
セ
ン
ト

宮
城
ス
タ
ジ
ア

ラ
ル
ス
ポ
ー
ツ

宮
城
ス
タ
ジ
ア

ラ
ル
ス
ポ
ー
ツ

ム

補

助

競

技

グ
ル
ー
プ

ム

補

助

競

技

グ
ル
ー
プ

場
、
投
て
き
場
、

場
、
投
て
き
場
、

総
合
体
育
館
、

総
合
体
育
館
、

総
合
プ
ー
ル
、

総
合
プ
ー
ル
、

テ
ニ
ス
コ
ー
ト

テ
ニ
ス
コ
ー
ト

及
び
合
宿
所
並

及
び
合
宿
所
並

び
に
そ
の
周
辺

び
に
そ
の
周
辺

の
公
園
施
設
並

の
公
園
施
設
並

び
に
宮
城
県
サ

び
に
宮
城
県
サ

ッ
カ
ー
場
）

ッ
カ
ー
場
）

宮
城
県
婦
人
会

仙
台
市

一
般
財
団
法
人

生
涯
学
習

宮
城
県
婦
人
会

仙
台
市

一
般
財
団
法
人

生
涯
学
習

館

み
や
ぎ
婦
人
会

課

館

み
や
ぎ
婦
人
会

課

館

館
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宮城県教育委員会行政組織規則の一部改正の概要

１ 改正内容

（１）組織改編に伴う改正

スポーツ振興に関する業務を教育委員会から知事部局へ移管すること

に伴い，関係規定を改正するもの。また，幼児教育の推進に関する業務

を教育企画室から義務教育課へ移管することに伴い，分掌事務の一部を

改正するもの。

【改正：第７条，第８条の２，第１１条，第１３条の３，第１７条，

別表第二（第４０条関係），別表第三（第４１条関係）関係】

（２）グループ制の見直しに伴う改正

職責の明確化と対外的なわかりやすさの向上を図るため，一部の職名

を変更するなど，関係規定を改正するもの。また，副班長の役割を整理

するため，関係規定を改正するもの。

【改正：第７条の２，第１６条，第１７条，第１８条，第２２条，第２３条，

第２９条の２，第３５条の５，第３６条，第３８条関係】

２ 施行期日

令和３年４月１日
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